
重度心身障害児・者医療費公費負担事業事務取扱要領

第１ 条例規則の運用及び事務処理について

１ 重度心身障害児・者

（１）重度心身障害児・者の範囲は、条例の別表 1、別表２に規定したとおり

あるが、これらの障害の判定は、次のものによること。

したがって、規則第２条第１号に規定する障害程度を証する書面について次

のものを添付させること。

ア 身体障害者福祉法第１５条の規定による身体障害者手帳

イ 昭和４８年９月２８日付け厚生省発第１５６号通知による療育手帳

ウ 児童福祉法第１５条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法第１

２条に規定する知的障害者更生相談所の発行する判定書

エ １８歳未満の者については、特別児童扶養手当の支給に関する法律に基

づく（特別児童扶養）手当証書

（２）「(1)」の書面のうち療育手帳及び特別児童扶養手当証書による判定に

ついては、次の点に留意すること。

ア 療育手帳の場合、総合判定欄に｢Ａ1｣、｢Ａ2｣及び｢Ｂ1｣、｢Ｂ2｣の表示をし

ているが、「Ａ1」は最重度（知能指数がおおむね２０以下又は身体障害者手

帳１～２級の者で知能指数がおおむね３５以下）、「Ａ2」は重度（知能指数が

おおむね２１以上３５以下又は身体障害者手帳１～３級の者で知能指数が

おおむね５０以下）、「Ｂ1」は中度（知能指数がおおむね３６以上５０以下又

は身体障害者手帳１～４級の者で知能指数がおおむね７５以下）、「Ｂ２」は

知能指数がおおむね５１以上７５以下の知的障害者を示すものである。

１８歳未満の知的障害児にあっては、「Ａ1」又は「Ａ2」の判定のある児童

はすべてこの制度の対象者となるが、１８歳以上の者については、「Ａ2」の

判定のある者については重複障害の者が含まれる場合もあるので、知的障害

者更生相談所に照会すること。

イ 特別児童扶養手当の場合、１級対象障害児と認定されている児童につい

ては、この制度の障害程度に該当するとして取り扱って差し支えないが、一

部対象とならない児童もあるので留意すること。[例えば、知的障害以外の

精神障害（てんかん症、自閉症等）身体障害者手帳対象外の内部機能障害（血

液疾患等）]
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２ 保護者

「保護者」とは、民法第８１８号（親権者）、同法第８１９条、同法第８３３

条、同法第８６７条の規定による親権者、同法第８３９条の規定による後見

人及び他の法律（児童福祉法等）に定められた保護者であること。また、「監

護する者」とは、民法第８２０条に定められている親権を行う者の子の監護

義務者であること。

さらに、「監護」とは、児童の生活について通常必要とされている監護、保

護であること。

３ 助成対象者

この制度による助成対象者は、重度心身障害児・者又はその保護者であっ

て、次の要件を満たしている者であること。

（１）重度心身障害児・者が市（町村）の区域内に住所を有していること。

したがって、重度心身障害児がその市町村の区域内に住所を有しておれば

保護者が他の市町村に住所を有していても、保護者が重度心身障害児を現に

監護していると認められれば助成の対象となること。

ただし、重度心身障害者が重度心身障害者の居住市町村以外の市町村国保

に加入している場合は、重度心身障害者の国保加入市町村において助成の対

象者として取り扱うこと。

障害者支援施設入所者（入所更生・入所授産・療護・グループホーム・福

祉ホーム）については、施設支援の援護の実施者（受給者証を交付している

市町村）において、助成の対象者として取り扱うこと。

また、後期高齢医療に加入している者で、国民健康保険法１１６条の２の

住所地特例対象施設に入院、入所又は入居（以下入院等）している者につい

ては、入院する前の市町村において、助成対象者として取り扱うこと。その

他の取扱いについては、国保法１１６条の２の取扱いに準ずること。

また、「市（町村）の区域内に住所を有する」とは、住民基本台帳法により

記載されている者又は外国人登録法第３条の規定により登録された者である

こと。

（２）生活保護法の規定による扶助を受けていない者であること。

（３）条例第４条(助成の額)が保険給付を受けるべき者が負担すべき額とな

っているため、社会保険各法の規定による被保険者(又は組合員)又は被扶養

者でなければならないこと。

（４）６５歳以上の重度心身障害者で、平成１５年１０月１日以後に

助成資格の認定を受けようとする者は、助成を受ける日の属する年度（４



月１日から６月３０日までの間に当該認定を受けようとする場合にあっては、

前年度）分の市町村民税非課税世帯に属する者であること。

４ 受給資格の認定

医療費の助成を受けようとする者は、障害（高齢障害）医療費受給者資格認

定(変更･更新)申請書に障害の程度を示すもの、被保険者証又は組合員証、６

５歳以上の重度心身障害者で、平成１５年１０月１日以後に助成資格の認定を

受けようとする者は、助成を受ける日の属する年度（４月１日から６月３０日

までの間に当該認定を受けようとする場合にあっては、前年度）分の市町村民

税の状況を証するものを添付して市町村長に提出し、市町村は内容を確認、審

査し、認定することになっているが、事務に当り次のことを留意すること。

(1) 申請書は、乳幼児と共通に使用する様式となっているが、重度心身障害

児・者の場合には、摘要の欄に障害の種別、その程度、手帳の番号等を申

請の際に適宜記入させること。

障害区分 身体障害、知的障害

身体障害者手帳 〇級、第〇号（昭和〇年〇月〇日交付）

療育手帳 Ａ1･Ａ2･Ｂ1･Ｂ2、第〇号(昭和〇年〇月〇日交付)

(2) 身体障害者手帳、療育手帳及び（特別児童扶養）手当証書は、確認後は

申請者に返却すること。

(3) 県内の他の市町村において、この制度の対象者であった者が転入後受給

資格認定申請を行う場合は、前市町村において発行された規則第２条第２項

に規定する認定通知書によることができるものとする。

５ 受給者証の交付等

受給資格が認定された者に対しては、受給資格認定通知書、障害医療費受給

者証又は高齢障害医療費受給者証及び療養費助成申請書を交付することとし

ているが、次のことに留意すること。

(1) 国保・国保組合・後期高齢者医療以外の医療保険加入の受給権者が受診

する場合は福祉医療費請求書を交付すること。

(２) 受給資格認定通知書は、保護者等への受給資格認定の通知及び助成事業

内容を周知させるものであること。

(３) 受給者証は、保険医療機関等での受診時に掲示するものであること。



(４) 福祉医療費請求書は、国保・国保組合・後期高齢医療以外の医療保険加

入者に交付し、次のように取り扱うこと。

ア この請求書は、一度に６枚を限度に交付できるものとする。ただし、歯

科提出分には（ウに記載のとおり）市町村長の記入項目が多いことから、歯

科診療時に申請者から連絡を受けてから交付すること。

イ （交付時に交付する医科受診用の）この請求書に、市町村長及び保険医

療機関が記入すべき項目は次のとおりとする。

① 市町村長が記入すべき項目

請求先（市町村長）、公費負担番号及び乳幼児４５・障害４６の区別

② 医科の保険医療機関が記入すべき項目

医療機関コ－ド、請求年月日、医療機関所在地、名称及び開設者氏名、

印、診療月、受給者番号、受給者氏名、保険者番号、被保険者証記号番

号、性別、入院、外来別の実日数及び点数または金額（ただし、血友病

及び人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全による高額療養費該当

者分については、定額・定率による徴収方法にかかわらず金額。）

なお、受給者が被用者保険本人の場合には、請求書の備考欄右側の余

白に、本人と表示するとともに、血友病及び人工透析治療を行う必要の

ある慢性腎不全による高額療養費該当者については、長と表示するもの

とする。

ウ （連絡があってから交付する歯科受診用の）この請求書においては、市

町村長がイ①の項目以外に、受給者番号、受給者氏名、保険者番号、被保険

者記号番号及び性別についても記入すること。

(５) 公費負担者番号

本事業の実施主体である市町村を８ケタの数字で表示するもので、その８

ケタの内訳は、最初の２ケタが法制番号（障害は４６，高齢障害は４７）、

次の２ケタが都道府県番号（高知県は３９）、次の３ケタが市町村番号、最

後の１ケタが検証番号となっている。

なお、県内市町村の障害・高齢障害医療費公費負担者番号は別紙のとおり

である。

(６) 受給者番号

受給資格認定者を７ケタの数字で表示するもので、その７ケタの内訳は、

最初の６ケタが受給資格認定月日順の受給資格認定番号、最後の１ケタが検

証番号となっている。



なお上記の方法によることが著しく困難である場合、独自の受給

者番号の決定の仕方によることも差し支えないものとする。

(７) 受給者証の有効期限

受給者証の有効期限は、交付の日から起算して５年以内の期限を付するこ

ととする。ただし、次のいずれかに該当する場合はそれぞれその定める期限

までとする。

ア 重度心身障害児にあっては１８歳となる誕生月末日が、１８歳以上の重

度心身障害者にあっては６５歳となる誕生月の末日（誕生日が月の初日であ

るときは、その属する月の前月の末日）又は７５歳となる誕生日の前日が、

交付の日から起算して５年に満たない場合には、その日を有効期限として交

付し、以後引き続き受給資格を有する場合には、５年以内毎に更新するもの

とする。

イ ６５歳以上の重度心身障害者のうち平成１５年１０月１日以後に助成

資格の認定を受ける者にあっては、最初に到来する６月３０日を有効期限と

して交付し、以後引き続き受給資格を有する場合は毎年６月３０日を有効期

限とし、７月１日に更新するものとする。

(８) 受給者証の更新及び交付

受給資格者は、受給者証の有効期限の１月前までに、障害（高齢障

害）医療費受給者資格認定(変更･更新)申請書に障害の程度を示すもの、被

保険者証又は組合員証、６５歳以上の重度心身障害者のうち平成１５年１

０月１日以後に助成資格の認定を受ける者については助成を受ける日の属

する年度分の市町村民税の状況を証するもの、を添付して市町村長に提出

し、受給資格の更新を行い認定を受けなければならない。

２ 市町村長は前項に規定する書類を審査した結果、引き続き受給資格を

有すると認めたときは、当該受給資格者に受給者証を交付するものとする。

(９) 福祉医療費（療養費）助成申請書は、資格取得のとき、特別な事情がな

い場合サンプルとして１枚交付すること。この場合、受給者台帳記号番号を

記入すること。

なお、保険医療機関等の領収欄のうち保険薬局及び柔道整復師については、

点数の欄には金額の記入を受けること。

６ 助成の額

助成する額は、保険給付を受けるべき者が負担する額であって、あくまで

保険給付の上乗せであること。



したがって、社会保険各法の加入していない場合は、助成を受けることが

できず、また、保険給付を認められていない健康診断、予防接種、特別室へ

の入院（差額ベット代）、薬のビン代等の容器代金、特別な歯科材料及び特定

承認保険医療機関でのがんの温熱療法、レ－ザ－による白内障手術等の高度

先進医療を受けた場合など、保険外診療分は、助成の対象とならないもので

あること。

また、重度心身障害者が加入している社会保険の保険者において附加給付

がある場合は、附加給付部分は助成の対象とならないものであること。

７ 助成の期間

助成の期間は、受給資格の要件を満たすこととなった日の属する月の初日

から受給資格の要件を欠くに至った日の属する月の末日までとしている。 高

知県内の他の市町村から転入、また他の市町村への転出の場合、転入転出の

月は２市町村での資格を取得することとなるが、この場合乳幼児医療の場合

の例により関係市町村で連絡を密にし、混乱を生じないようにすること。

後期高齢医療加入者の場合、他都道府県との間で取扱いが異なる場合があ

るので、関係市町村で連絡を密にし、混乱の生じないようにすること。

８ 助成の方法

助成の方法は、現物給付を原則にし、例外的な場合を想定して、金銭給付

（療養費払い）を設けているが、次について指導運用を徹底すること。

(1)現物給付は、県内の保険医療機関等で適用され、次の取扱いをすることが

その給付要件となること。

ア 受診時には、被保険者証及び受給者証を提示すること。

イ 国保・国保組合以外の医療保険加入者は、「ア」の他に市町村が必要事

項を記入した請求書を提出すること。

(2) 療養費扱いは、福祉医療費（療養費）助成申請によって原則として次の

条件のとき適用することにしているが、助成額の決定にあたり市町村国保加

入者については、国保事務との協力関係を円滑にして行うこと。

ア 国民健康保険法第５４条など医療保険各法が療養費扱いの場合

確認する書類として保険者から療養費支給決定通知書又はその写し、あ

るいは保険者の証明書を添付させること。

イ 県外で被保険者証により診察を受けた場合

助成申請書下欄にある保険診療領収書に各診療月ごとに医療機関で記



入してもらうか、同項目の入った領収書を添付させること。

９ 他の法令等との関連

この条例では、他に法令等による給付があるものは、他の法令を優先する

ことになっている。

具体的には、児童福祉法第２７条第１項第３号、第２項（施設等への措置）、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５８条（自

立支援医療）、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第３

７条の２（入院勧告患者）、第３７条（一般結核患者）、厚生省事務次官通知

昭和４９．５．１４付厚生省発児第１２８号（小児慢性特定疾患治療研究事

業）等であること。

他の法令を優先した場合に、費用徴収基準表に基づく自己負担金は、いっ

たん医療機関に支払わせ、後日療養費払いをすること。

10 助成費の支給制限

助成対象者が、第三者の行為によって疾病又は負傷した場合、第三者の損

害賠償額を限度に助成の制限又は返還させることを想定したものであるこ

と。

11 助成費の返還

偽りその他不正行為により助成を受けた者に対し、その助成金の全部又は

一部の返還を規定しているが、前記「10」の返還も含め、返還命令について

は、市町村の財務規則等諸規定との関連があるので、市町村の適切な方法で

実施されたいこと。

12 変更申請

保護者又は保護する乳幼児及び重度心身障害者について、住所、氏名、加

入社会保険等に変更があったときの申請及び受給資格が喪失する場合の受給

者証及び残余の福祉医療費請求書の返還義務を規定してあること。

13 諸帳簿

台帳等については、乳幼児医療費助成制度に準じる取扱いとする。特に

６５歳以上の重度心身障害者であって平成１５年１０月１日以降に承認され

た者については、台帳を別途作成し毎年の更新手続等の事務処理を円滑にお

こなうようにするなど、適宜考慮すること。

第２ その他の事務処理について

１ 医療費の審査及び支払事務

(1) 現物給付の医療費の審査及び保険医療機関への支払事務は、高知県国民

健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金高知支部へ委託する。



(2) 現物給付の医療費の支払については、高知県国民健康保険団体連合会及

び社会保険診療報酬支払基金高知支部において障害者医療費を審査のうえ決

定し、毎月各市町村に対して取り扱った障害者医療費及びそれに伴う審査支

払手数料が請求されるものであること。

(3) 審査及び支払事務委託に伴う委託契約書については、別途指示する。

２ 高額療養費制度について

(1) 各医療保険については、高額療養費制度が実施され、レセプト１件につ

き、受診者の負担は別表＜自己負担限度額＞のとおりであり、重度心身障害

者医療についても、この制度の活用を図ること。

(2) 同一世帯について、同一月に２人以上がそれぞれ高額療養費の自己負担

限度額以上の額を一部負担金等として支払った場合（世帯合算）の高額療養

費及び同一世帯で前１２か月間に４回以上高額療養費の支給を受けた場合の

４回目からの自己負担限度額を越えた分にかかる高額療養費について福祉医

療受給対象分にかかる額については、合算により支給される額を、それぞれ

の一部負担金等に応じた割合で比例按分（円以下切り捨て）することにより

算定のうえ、重度心身障害児・者分に対する額を求めること。

(3) 各市町村において、同一世帯の医療費の把握が著しく困難である等によ

り(２)により難い場合には、重度心身障害児・者にかかる高額療養費は、世

帯合算及び１２か月間に４回以上高額療養費の支給を受けた場合の４回目か

らの高額療養費の対象として算入せずに、その他の医療費（同一世帯）から

切り離して算定することとしてもやむを得ないものであること。

この場合において、事後に当該世帯に合算による高額療養費又は前 12 か月

間に４回以上高額療養費の支給を受けた場合の４回目からの高額療養費の支

給のあることが明らかとなったときは、福祉医療受給対象者分にかかる額を

上記(２)により算定のうえ戻入させるものであること。

(4) 高額療養費の円滑な活用を図るため、受給権者から代理請求に要する委

任状の提出を求めても、これを得られにくい場合又は代理請求の認められて

いない保険者から受給者へ高額療養費の支給があったとき、市町村への返還

が迅速に行われていない場合には、これが得られるまでの間、当該福祉医療

受給対象者については、償還払い扱いとすることもやむを得ないものである

こと。

なお、高額療養費の自己負担限度額を把握するための所得証明については、

１月１日現在に他の市町村に住所を有し、その後当該市町村に転入した福祉

医療受給対象者にあっては、原則として、受給対象者（又は保護者）からこ

れを提出させるものとする。



(５)高齢障害（後期高齢者医療）の高額療養費の請求については、後期高齢

者医療広域連合が所定の日に高額療養費該当者リストを各市町村へ送付する

ので、各市町村はそのリストから別紙第１号様式により、後期高齢者医療広

域連合が別に通知する日までに請求すること。

３ 重度心身障害児・者医療と乳幼児医療との関係

県の医療制度の窓口は、重度心身障害児・者医療については、障害福祉課

であり、乳幼児医療については健康対策課であって、各市町村と県との補助

金関係の事務処理は、二本立てとなること。

重度心身障害児･者医療制度についての補助金交付要綱は別途示すこと。

附 則

（施行期日）

この要領は、昭和４９年１１月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

この要領は、昭和５３年７月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

この要領は、昭和５５年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

この要領は、昭和５８年２月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

この要領は、平成６年１０月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

この要領は、平成７年７月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

この要領は、平成９年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

この要領は、平成２４年４月１日から施行する。



附 則

（施行期日）

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。



別表＜自己負担限度額（月額）＞

・７０歳未満の受診者の自己負担額（後期高齢医療の被保険者は除く）

・７０歳以上の受診者又は後期高齢医療の被保険者の自己負担額

所得区分 自己負担限度額

上位所得者
150,000 円＋医療費が 500,000 円を超えた場合は、超えた分

の 1％の額を加算

一般
80,100 円＋医療費が 267,000 円を超えた場合は、超えた分

の 1％の額を加算

低所得者 35,400 円

所得区分 自己負担限度額外来

（個人ごと）

上位所得者 44,400 円
80,100 円＋医療費が 267,000 円を超えた場合は、超えた額

の 1％の額を加算

一般 12,000 円 44,400 円

低所得者
Ⅱ

8,000 円
24,600 円

Ⅰ 15,000 円



別表＜自己負担限度額（月額）＞

・６９歳以下の受診者

・７０歳以上の受診者又は後期高齢医療の被保険者の自己負担額

所得区分 自己負担限度額

ア
健保：標準報酬月額 83 万円以上

国保：旧ただし書き所得 901 万円超

252,600 円＋（医療費－842,000）×1％

イ
健保：標準報酬月額 53 万円以上～79 万円

国保：旧ただし書き所得 600 万円～901 万円

167,400 円＋（医療費－558,000）×1％

ウ
健保：標準報酬月額 28 万円以上～50 万円

国保：旧ただし書き所得 210 万円～600 万円

80,100 円＋（医療費－267,000）×1％

エ
健保：標準報酬月額 26 万円以下

国保：旧ただし書き所得 210 万円以下

57,600 円

オ 住民税非課税者 35,400 円

所得区分 自己負担限度額

上位所得者

標準報酬月額

83 万円以上/

課税所得 690

万円以上

252,600 円＋（医療費－842,000 円）×1％

標準報酬月額

53 万円以上/

課税所得 380

万円以上

167,400 円＋（医療費－558,000 円）×1％

標準報酬月額

28 万円以上/

課税所得 145

万円以上

80,100 円＋（医療費－267,000 円）×1％

一般

標準報酬月額

26 万円以下/

課税所得 145

万円未満等

57,600 円

外来 18,000 円（年 144,000 円）

低所得者

Ⅱ住民税非課

税世帯

24,600 円

外来 8,000 円

Ⅰ住民税非課

税世帯

15,000 円

外来 8,000 円



別表＜自己負担限度額（月額）＞社会保険診療報酬支払基金

・６９歳以下の受診者

・７０歳以上７５歳未満の受診者の自己負担額

所得区分 自己負担限度額

ア
標準報酬月額 83万円以上

80,100 円＋（医療費－267,000 円）×1％

イ 標準報酬月額 53万円以上～79万円

ウ 標準報酬月額 28万円以上～50万

エ 標準報酬月額 26万円以下

オ 住民税非課税者

所得区分 自己負担限度額

上位所得者

標準報酬月額

83 万円以上/

課税所得 690

万円以上

入院 57,600 円

外来 18,000 円（年 144,000 円）

標準報酬月額

53 万円以上/

課税所得 380

万円以上

標準報酬月額

28 万円以上/

課税所得 145

万円以上

一般

標準報酬月額

26 万円以下/

課税所得 145

万円未満等

低所得者

Ⅱ住民税非課

税世帯

Ⅰ住民税非課

税世帯


